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 関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所 大会議室 

○議事日程 

平成２６年６月２６日（金曜日）午前１０時００分 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

（６）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

（７）議案第６号 関農業振興地域整備計画の承認について 

（８）議案第７号 地積調査において登記上の地目が農地である土地に関する地目認定につい

て 

 （９）報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

○出席委員（３３名） 

２番 大竹  誠 君   ３番 東山 武司 君   ４番 粟倉 秀夫 君 

５番 小川 亮二 君   ６番 深川 俊朗 君   ７番 加藤  徹 君 

８番 大澤 慶一 君   ９番 沼田 久男 君  １０番 天野 邦男 君 

１１番 兼村 正美 君   １２番 石木 治男 君  １３番 篠田 権三 君 

１４番 村井 雅之 君    １５番 山田 公平 君  １６番 山本  武 君 

１７番 足立 孝弘 君  １８番 中村 睦明 君  １９番 美濃羽 久 君 

２０番  鈴木  和道 君  ２１番 土屋 尊史 君   ２２番 土屋 顯弘 君 

２３番 丹羽 喜和 君  ２４番 相宮 千秋 君  ２５番 永井 博光 君 

２６番 野村  茂 君  ２８番 長屋  芳成 君  ２９番 日置   香  君 

３０番 藤川   勝 君  ３１番 村上 忠一 君  ３２番 伊佐地鐡夫 君 

３３番 川村 信子 君  ３４番 長尾 初恵 君  ３５番 岩田 幸子  君 

 

○欠席委員（１名） 

３６番  武藤 隆夫 君    

 

○委員以外の出席者 

経済部長        坂井 一弘 君  農業委員会事務局長    玉田 和久 君  

農業委員会事務局課長補佐 長尾 成広 君  農業委員会事務局主任主査  津谷 和子 君 

洞戸事務所 係長     古田 考幸 君  板取事務所 係長      長屋 守世 君 

武芸川事務所 主査    松井 信弘 君  武儀事務所 課長補佐    川島 友教 君  

上之保事務所 係長    森 太桂弘 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾君） それでは、これから農業委員会総会を始めさせていただきます。

まず、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、はじめに深川俊朗会長からご挨拶をお

願いします。 

○議長（深川俊朗君）平成２３年７月２０日から皆様と一緒に充実した農業委員活動をしてきま

した。最近では新しく婚活パーティーも開催し、それなりに成果を上げ無事に終了することもで

きました。本当にありがとうございました。７月２０日以降も継続して活動していただける委員

さんもいらっしゃると思いますが、今後も関市の農業の発展のために頑張っていただきたいです。 

それでは、経済部長にあいさつをお願いします。 

○経済部長（坂井一弘君）会長からのあいさつがありましたとおり、本年７月１９日をもって農

業委員を退任される方もいると伺っております。これまで関市の農業振興、農地の保全等にご尽

力いただき心より感謝申し上げます。 

 今回も最後までたくさんの案件がございますが、いつものように慎重なご審議をお願いしてあ

いさつとさせていただきます。 

○議長（深川俊朗君） ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。本日は、３６番 武藤隆

夫委員が欠席ですが、会議規則第８条により委員の過半数の出席により総会が成立しました。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

７番 加藤 徹委員、８番 大澤 慶一委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請を議題といたします。事務局の説明を求めま

す。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、説

明させていただきます。 

 農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので、審議を求めます。 

１番の案件は位置図が１ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、上大野地内､上大野集会場の南１８０ｍほどに位置する農振農用地

である田、１７７３㎡です。 

使用借人は、使用貸人より申請地を借り受けて、農業経営の拡大を図りたいというもの。使用貸

人は、申請地を相続により取得したが、農業経営が困難になってきたため使用貸人の申し出に応じ

貸し付けるというものです。 

６月６日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

２番の案件と同時許可案件になります。 

２番の案件は位置図が２ページになります。 

所有権移転で申請地は、上大野地内､上大野集会場の南東３７０ｍほどに位置する田、４１９㎡で

す。 

譲受人は、１番の案件の使用借人と同一人物であり、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲

渡人は、申請地を相続により取得したが、農業経営が困難のため、譲受人の申し出に応じ譲り渡す

というものです。 
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６月６日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

以上、所有権移転に関するもの１件、使用貸借権の設定に関するもの１件、農地法第３条第２項

各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろしくご審議をお願いい

たします。 

○ 議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ３番（東山武司君） １番、２番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号について、原案のとおり許可

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の２件を原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第２号農地法第４条の規定による許可申請に対する意見

について、説明させていただきます。 

 農地法第４条の規定により、下記農地の申請がありましたので、意見を求めます。 

 議案は２ページからになります。 

１番の案件は位置図が３ページになります。 

申請地は、肥田瀬地内、富岡公民センターの南東３４０ｍほどに位置する田、１６３４㎡のうち

６００㎡です。測量図の添付があります。 

申請人は、申請地を相続により取得したが、田として耕作するのが困難であったところ、自宅兼

農業用倉庫が国道の道路拡幅計画にあがり、申請地に新たな自宅兼農業用倉庫として建築をしたい

というものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業

務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものに該当すると考えられるため第１種農地と判断

します。 

なお、２番と同時許可案件になります。 

２番の案件は位置図が４ページになります。 

申請地は、肥田瀬地内、富岡公民センターの南東３５０ｍほどに位置する農振農用地である田、

１６３４㎡のうち１４７．２１㎡です。測量図の添付があります。 

申請人は、申請地の北側隣接地に農家住宅を建築するため分筆予定であり、分筆後の申請地が細

長く田としては生産効率が悪いため、申請地を嵩上げし、畑として整備したいというものです。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

６月９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

３番の案件は位置図が５ページになります。 

申請地は、稲口地内、稲口公民センターの西南西４２０ｍほどに位置する田、１０１５㎡のうち

８４６．３６㎡です。測量図の添付があります。 
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申請人は、申請地及び申請地の西隣の隣接地に、戸建賃貸住宅を建設したいというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、水管下水管が埋設されている道路の沿道にあって、申請地からおよそ５００ｍ以

内に２以上の教育、医療施設等があるため、第３種農地と判断します。 

５条７番と同時許可案件になります。 

４番の案件は位置図が６ページになります。 

申請地は、下有知地内、今宮公民センターの北東３００ｍほどに位置する登記地目が畑、現況地

目が宅地、２１２㎡です。 

申請人は、県外に居住しており、帰省した際に宿泊する住居を建設したいというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、宅地であったため、始末書の添付があります 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

５番の案件は位置図が７ページになります。 

申請地は、武儀の下之保地内、古布多目的研修集会施設の北東３００ｍほどに位置する登記地目

が畑、現況地目が宅地、４９４㎡です。 

申請人は、県外に居住しており、今般関市に移り住むため、自己用の住宅及び倉庫を建設したい

というものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、宅地であったため、始末書の添付があります 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

最後に、６番の案件は位置図が８ページになります。 

申請地は、武儀の富之保地内、武儀東小学校の北北東１２６０ｍほどに位置する畑２筆、２０５

２㎡のうち４７０．６４㎡です。測量図の添付があります。 

申請人は、申請地を相続により取得したが、農業経営が困難になってきたため、申請地に太陽光

発電施設を設置し有効活用をしたいというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しております。 

農地の区分は、第２種農地以外の農地に該当しないため、第２種農地と判断します。 

以上６件について、ご審議をお願いします。 

○ 議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ２番（大竹 誠君）  １番、２番について異議ありません。 

○ ７番（加藤 徹君）  ３番について異議ありません。 

○１０番（天野邦男君）  ４番について異議ありません。 

○２０番（鈴木和道君）  ５番について異議ありません。 

○２２番（土屋顯弘君）  ６番について異議ありません。 

○  議長（深川俊朗君）   これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号について、原案のとおり岐阜

県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の６件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題と
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いたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第３号農地法第５条の規定による許可申請に対する意見

について、説明させていただきます。 

 農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので、意見を求めます。 

 議案は４ページからになります。 

１番の案件は位置図が９ページになります。 

所有権移転で申請地は、肥田瀬地内、富岡公民センターの北北東２１０ｍほどに位置する登記地

目が畑、現況地目が雑種地、４２４㎡、および登記地目が田、現況地目が雑種地３０４㎡です。 

譲受人は、宗教法人を営んでおり、宗教法人が所有する墓地が手狭になってきたため、申請地を譲

り受けて、墓地を整備したいというもの。譲渡人は、宗教法人の代表者であり、譲受人の申し出に

応じ無償贈与するというものです。      

６月９日に現地確認をしたところ、雑種地であったため始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が１０ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、肥田瀬地内、富岡公民センターの南４６０ｍほどに位置する登記

地目が畑、現況地目が宅地、６０㎡です。 

使用借人は、隣地所有者であり、申請地と西側の隣地を含めて、作業所及び倉庫を整備したいと

いうもの。使用貸人は、使用借人の申し出に応じ申請地を貸し付けるというものです。      

６月９日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

使用貸借の期間は、許可日から３０年間としています。 

３番の案件は位置図が１１ページになります。 

所有権移転で申請地は迫間地内、中部電力中濃変電所の南南西２８０ｍほどに位置する田、３９

２㎡です。 

譲受人は、ベルトコンベアーの製造を業としており、工場及び駐車場が手狭になってきたため、

現工場の隣にある申請地を譲り受け、駐車場の拡張・整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の

申し出に応じ譲り渡すというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦している区域に近接する１０ha未満の農地のため、第２種

農地と判断します。 

４番の案件は位置図が１２ページになります。 

所有権移転で申請地は迫間地内、上迫間公民館の西南西５４０ｍほどに位置する畑５筆、５９４

㎡です。 

譲受人は、建築土木業等を営んでおり、申請地が太陽光発電に適した土地と考え、申請地を譲り

受け、太陽光発電設備設置用地として整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲

り渡すというものです。      

６月９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦している区域に近接する１０ha未満の農地のため、第２種
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農地と判断します。 

なお、事業計画変更許可申請の１番の案件と同時申請になります。 

５番の案件は位置図が１３ページになります。 

所有権移転で申請地は迫間地内、上迫間公民館の南東３７０ｍほどに位置する登記地目が畑、現

況地目が雑種地２筆、３５８㎡及び登記地目が田、現況地目が雑種地、９８１㎡です。 

譲受人は、４番の案件と同じ事業者であり、申請地が太陽光発電に適した土地と考え、申請地を

譲り受け、太陽光発電設備設置用地として整備したいというもの。譲渡人は、高齢により農業経営

が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

６月９日に現地確認をしたところ、雑種地であったため、始末書の添付がございます。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦している区域に近接する１０ha未満の農地のため、第２種

農地と判断します。 

６番の案件は位置図が１４ページになります。 

所有権移転で申請地は、巾３丁目地内、巾公民センターの南西４７０ｍほどに位置する田、１４

０４㎡です。 

譲受人は、不動産業を営むとともに申請地近隣に賃貸住宅を所有しているが、駐車場不足が顕著

になってきたため、申請地を譲り受け、貸駐車場を整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申

し出に応じ譲り渡すというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、竹藪で山林であったため、始末書の添付があります。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

７番の案件で位置図は１５ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、稲口地内、稲口公民センターの東北東４２０ｍほどに位置する田 

３７２㎡のうち１５１．４７㎡です。測量図の添付があります。 

使用借人は、申請地と東側の隣地を借り受けて、戸建賃貸住宅を建築したいというもの。使用貸

人は、使用借人の申し出に応じ申請地を貸し付けるというものです。      

６月９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、水管下水管が埋設されている道路の沿道にあって、申請地からおよそ５００ｍ以

内に２つ以上の教育、医療施設等がるため、第３種農地と判断します。 

使用貸借の期間は、許可日から３０年間としています。 

４条３番と同時許可案件になります。 

８番の案件は位置図が１６ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は倉知地内、倉知ふれあいセンターの南東６０ｍほどに位置する田２

筆 、１２３５㎡です。 

賃借人は、申請地近隣に大型商業施設を営んでおり、申請地が県道沿いに面し自動車の通行量も

多いことから商業店舗敷地に最適と考え、申請地を借り受け、商業店舗敷地として整備したいとい

うもの。賃貸人は、高齢により農業経営が困難になってきたため、賃借人の申し出に応じるという

ものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

賃貸借の期間は、許可日から２０年間としています。 
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９番の案件は位置図が１７ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、尾太町地内、松風園の北東２００ｍほどに位置する畑、２６９㎡

です。 

使用借人は、現在居住している住宅が、手狭になってきたため、申請地を借り受け自己のための

住宅を建築したいというもの。使用貸人は、使用借人の申し出に応じ申請地を貸し付けるというも

のです。      

６月９日に現地確認をしたところ、畑一部宅地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

使用貸借の期間は、許可日から３５年間としています。 

１０番の案件は位置図が１８ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内、今宮公民センターの西南西６４０ｍほどに位置する畑５筆、 

５７４３㎡のうち４１９６．８９㎡です。測量図の添付があります。 

譲受人は、不動産業及び太陽光発電事業を営んでおり、申請地及び一体利用地が太陽光発電に適

した土地であることから、申請地及び隣接する宅地、雑種地、山林、原野併せて、１２６０７．３

８㎡を譲り受け、太陽光発電設備を整備したいというもの。譲渡人らは、申請地を取得し芝園の経

営をしていたが、経営が困難になってきたため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、おおむね１０ha以上の規模の一団の農地の区域内にあるため、第１種農地と判断

します。 

みなさんもご承知のとおり、第１種農地のみという場合では、太陽光発電施設設置の許可はでき

ませんが、１種農地の不許可の例外が、農地法施行規則第３６条にあり、太陽光発電施設の設置に

読み替えますと、『売電目的のソーラーパネルを設置するため、１種農地以外の土地と１種農地を一

体的に利用し転用したいとする場合、不許可の例外である隣接する土地と一体として同一の事業の

目的に供する場合で、第１種農地の割合が３分の１を超えない場合には、許可可能』とあります。 

今回の申請では、１種農地は、３筆４１６６㎡、１種農地以外の農地及び宅地、雑種地、山林、

原野などの非農地は、１９筆８４４１．３８㎡あり、１種農地の割合は、３３．０４％と全体の３

分の１以内のため、許可できるというものです。 

１１番の案件は位置図が１９ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内、今宮公民センターの北東１２０ｍほどに位置する登記地目

が雑種地、現況地目が畑、３４㎡、登記地目が田、現況地目が畑、１７５㎡です。 

譲受人は、飲食店を営んでおり、来客用駐車場が手狭になってきたことから、申請地を譲り受け、

駐車場を拡張したいというもの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難なため、譲受人の申し出に

応じ譲り渡すというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１２番の案件は位置図が２０ページになります。 

所有権移転で申請地は、東本郷通２丁目地内、東本郷公民センターの北北東１１０ｍほどに位置

する登記地目が田、現況地目が畑、６１５㎡です。 

譲受人は、現在居住している賃貸住宅が手狭になってきたため、申請地を譲り受け、自己用の住



－8－ 

宅を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

１３番の案件は位置図が２１ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、下白金地内、めぐみの農協金竜支店の南西２８０ｍほどに位置す

る登記地目が田、現況地目が宅地、３３０㎡です。 

使用借人は、現在居住している住宅が、手狭になってきたため、申請地を借り受け自己のための

住宅を建築したいというもの。使用貸人は、子である使用借人の申し出に応じ申請地を貸し付ける

というものです。      

６月９日に現地確認をしたところ、宅地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦している区域に近接する１０ha未満の農地のため、第２種

農地と判断します。 

使用貸借の期間は、許可日から５０年間としています。 

１４番の案件は位置図が２２ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、上白金地内、金竜小学校の北北東２２０ｍほどに位置する田、５

０３㎡です。 

使用借人は、現在住んでいる住宅が手狭になってきたため、申請地を借り受けて自己のための住

宅を建築したいというもの。使用貸人である父は、使用借人の申し出に応じ貸し付けるというもの

です。 

６月９日に現地確認をしたところ田一部雑種地であったため始末書の添付があります。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦している区域に近接する１０ha未満の農地のため、第２種

農地と判断します。 

使用貸借の期間は、許可日から３０年間としています。 

１５番の案件は位置図が２３ページになります。 

所有権移転で申請地は、上白金地内、上白金公民館の東１１０ｍほどに位置する田、７７０㎡で

す。 

譲受人は、不動産業を営んでおり、申請地が学校の近くにあり住環境が良いため、申請地を譲り

受け建売分譲敷地として整備したいたいというもの。譲渡人は、申請地を相続により取得したが、

農業経営が困難になってきたため、譲受人の申し出により譲り渡すというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、水管下水管が埋設されている道路の沿道にあって、申請地からおよそ５００ｍ以

内に２つ以上の教育、医療施設等がるため、第３種農地と判断します。 

１６番の案件は位置図が２４ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は、植野地内、植野公民館の北３４０ｍほどに位置する登記地目が畑、 

現況地目が田５筆、２３２１㎡及び登記地目が山林、現況地目が田３筆、１６０８㎡です。 

賃借人は、不動産業及び太陽光発電事業を営んでおり、申請地が太陽光発電に適した土地である

と考えることから、申請地を譲り受け、太陽光発電設備を整備したいというもの。賃貸人は、高齢

により農業経営が困難になってきたため、賃借人の申し出に応じるというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 
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農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

賃貸借の期間は、許可日から２０年間としています。 

１７番の案件は位置図が２５ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は、武芸川町高野地内、博愛小学校の東２７０ｍほどに位置する田３筆、 

２７１４㎡です。 

賃借人は、木、プラスチック、金属製品の製造販売及び太陽光発電事業等を営んでおり、申請地

が太陽光発電に適した土地であることから、申請地を譲り受け、太陽光発電設備を整備したいとい

うもの。賃貸人は、高齢により農業経営が困難になってきたため、賃借人の申し出に応じるという

ものです。 

６月６日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦している区域に近接する１０ha未満の農地のため、第２種

農地と判断します。 

賃貸借の期間は、許可日から２０年間としています。 

最後に１８番の案件は位置図が２６ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、板取地内、杉島荘の南西６６０ｍほどに位置する登記地目が田、 

現況地目が原野２筆、２７５９㎡のうち１６４９．７４㎡です。 

使用借人は、土木、建築工事請負業等を営んでおり、借り受けた申請地を公共工事の残土処理場

とし、工事終了後、耕土をかぶせ畑地転換をしたいというもの。使用貸人は、使用借人の申し出に

応じ貸し付けるというものです。 

６月６日に現地確認をしたところ、原野であったため、始末書の添付がございます。 

農地の区分は、中山間地域の未整備の農地に該当するため、第２種農地と判断します。 

以上、所有権移転に関するもの９件、使用貸借権の設定に関するもの６件、賃貸借権の設定に関

するもの３件、計１８件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○ 議長（深川俊朗君）  事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ２番（大竹 誠君）  １番、２番について異議ありません。 

○ ５番（小川亮二君）  ３番、４番、５番について異議ありません。 

○ ７番（加藤 徹君）  ６番、７番について異議ありません。ただし、一つ問題があります。

６番についてこの土地はとても広い山林・竹藪になっていて農地だなんて誰も思いません。完全

な耕作放棄地であるのにも関わらず、そのような土地に挙げられていないことが不思議。調査方

法を見直し、今後このようなことがないようにしていくべきだと考えます。 

○ ９番（沼田久男君）  ８番について異議ありません。 

○１０番（天野邦男君）  ９番、１０番、１１番について異議ありません。 

○１１番（兼村正美君）  １２番について異議ありません。 

○１５番（山田公平君）  １３番について異議ありません。 

○１７番（足立孝弘君）  １４番、１５番について異議ありません。 

○１８番（中村睦明君）  １６番について異議ありません。 

○２５番（永井博光君）  １７番について異議ありません。 

○２９番（日置 香君）  １８番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君）  これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 
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    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の１２件について、原案のと

おり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の所有権移転に関するもの９件、使用貸借権の設定に関するもの６件、

賃貸借権の設定に関するもの３件、計１８件を岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第４号事業計画変更の承認についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 農地転用許可後の事業計画変更申請があったので、意見を求めま

す。 

議案は１２ページになります。 

１番の案件は位置図が２７ページになります。 

申請地は、迫間地内、上迫間公民館の西南西５４０ｍほどに位置する登記地目が田、現況地目が 

雑種地６筆、４１０．１㎡です。 

当初事業計画者は、平成１６年１２月１７日事業計画変更許可により、申請地を自己用及び貸駐

車場用地として整備する予定でありましたが、その後、申請地へ乗り入れする橋の建設に見通しが

たたなくなったため、計画を中止したというもの。承継者は、建築土木業等を営んでおり、申請地

が太陽光発電に適した土地と考え、当初事業計画者より、申請地を譲り受け、太陽光発電設備設置

用地として整備したいというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、雑種地と確認しています。 

なお、５条転用許可申請の４番の案件と同時申請になります。 

２番の案件は位置図が２８ページになります。 

申請地は、志津野地内、富野中学校の南南東２２０ｍほどに位置する登記地目が田、現況地目が

雑種地、６６６㎡です。 

当初事業計画者は、平成１２年５月９日５条転用許可により、申請地を自己用住宅として建築す

る予定でありましたが、諸般の事情により、計画を中止したというもの。承継者は、唐銅製品の製

造販売業等を営んでおり、申請地が太陽光発電に適した土地と考え、当初事業計画者より、申請地

を借り受け、太陽光発電設備設置用地として整備したいというものです。 

６月９日に現地確認をしたところ、雑種地と確認しています。 

以上、２件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○ 議長（深川俊朗君）   事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ５番（小川亮二君）  １番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君）  ２番について異議ありません。 

 これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４号の２件について、原案のとお

り岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第４号の２件について原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第５号農業経営基盤強化促進法の承認についてを議題といたします。事務局の説明

を求めます。 
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○事務局課長補佐（長尾成広君） 関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

り、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求めます。 

議案は１３ページになります。 

賃貸借権の設定に関するもの１６筆、１０件について、承認を求められています。 

新規１６筆は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

地目は、田が１６筆３６，１１４㎡です。  

地区は、東本郷、下有知、黒屋の３地区です。 

設定を受ける方は、山下洋史 さんです。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

 ○  議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑の

ある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第５号の農用地利用集積計画につい

て、原案のとおり許可することといたします。 

 続きまして、議案第６号関農業振興地域整備計画の変更に係る意見について事務局からの説明

を求めます 

○事務局課長補佐（箕浦広臣君） 農業振興地域の整備に関する法律第７条第１項の規定に基づき、

農業振興地域の区域の変更申出するにあたり、関市農業委員会のご意見を求めるものです。 

１６ページの『区域の変更調書総括表』をご覧ください。 

№１は、区域の拡大です。  

場所は、小迫間地区で桜ヶ丘中学校のある桜台団地の東隣りです。区域は、17ページの図面太線

枠内です。 

小迫間字檜洞 544番地１外 17筆、面積 64,551㎡です。（小川義仁氏所有地です。） 

現況は、(有)小川牧場が畜産業を経営しています。 

今回、農業施設用地（肉用牛舎及び関連施設）を農振農用地区域に編入するため、農業振興地の 

除外区域を拡大するものです。 

№２は、区域の縮小です。18ページの図面をご覧ください。太線の枠内が縮小区域です。 

場所は、関市倉知で主要地方道江南関線のマーゴ周辺部です。 

 道路水路も含めて（倉知字会所前 800番地１外）202筆、面積 108,980.13㎡です。 

その内、現況地目が農地は、８筆で、7,086㎡で、内７筆は、農地転用済み（協議中含む）。 

残り１筆は、除外済みであるが、転用はなされていません。 

 区域の縮小を予定している倉知地域は、主要地方道江南関線の沿道で、すでに大型商業施設や家 

電量販店など商業施設が立地しており、今後も家電量販店や飲食施設などの商業施設が計画されて 

います。 

 江南関線の沿道は、用途地域が未指定であるものの、大規模商業施設が立地していることから、 

今回、商業用市街地と位置づけ、都市計画区域の用途を近隣商業地域に定め、農業振興地域の区域 

を縮小するものです。 

 江南関線沿いは、道路の端から、東西へそれぞれ３０ｍです。 

○  議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 
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    （「なし」の声あり） 

質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第５号の農用地利用集積計画につい

て原案のとおり許可することといたします。 

 続きまして、議案第７号地積調査において登記上地目が農地である土地に関する地目認定につ

いて事務局からの説明を求めます 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 関市長より、地籍調査において登記簿上の地目が農地である土地

に関する地目認定について、協議を求められたので、意見を求めます。 

議案は１９ページ、資料は２０～２２ページ、地図は、今日配布しました議案７号と書いてあり

ます２枚の両面綴りをご覧ください。 

では１９ページ、今回協議のあったものにつきましては、武儀の富之保地区において、平成１３

年度から、字武儀倉木綿洞ほか２つの小字の地区、および、平成１４年度から字武儀倉柳洞ほか３

つの小字の地区で、調査が始まったもので、平成１３年度からの調査の２１ページを見ていただき

ますと、 

地積調査前と調査後の地目の変動につきましては 田、０．０５ha、畑０．７４haがともに０ha

（田畑０．７９ha 減）になり、一方 宅地０ha が０．１１ha、山林が２４．１２ha から、３７．

５７ha（８．７９ha増）と増えております。 

また、平成１４年度からの調査の２２ページを見ていただきますと、地積調査前の田、０．６１

ha が調査後に０．５４ha（０．０７ha 減）、畑２．１７ha が０．４８ha（１．６９ha 減）、一方宅

地０．４２haが０．６９ha（０．２７ha増）、山林１２．０９haが２０．８８ha（８．７９ha増）

などになっております。 

地積調査により、合筆、分筆、地目変更などが行われますが、登記地目が農地からの変更地目の

大半は、山林になっております。また、調査前後による面積の大幅な増加は、山林であり、正確な

測量によるもので、いわゆる縄伸びによるものと思われます。 

この地積調査による登記簿上農地である土地の農地以外への地目変更につきましては、1 筆ごと

に、農業委員さんと確認したところ問題なしと考えますが、よろしくご審議をお願いいたします。 

○  議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第７号の地積調査において登記上の

地目が農地である土地に関する地目認定について、原案のとおり許可することといたします。 

続きまして、報告第１号農地法第１８条第６項の規定による届出について事務局からの説明を

求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 報告第１号農地法第１８条第６項の規定による届出 賃貸借

の合意解約の届出について、説明させていただきます。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出 賃貸借の合意解約の届出について、説明

させていただきます。 

今回１件の届出があります。議案は１４ページになります。 

番号１の案件は賃借人が石原 信介さんです。 

富之保地内の田１筆、１０００㎡です。 

合意解約日及び土地引き渡し日は、平成１７年１２月２２日です。 
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○ 議長（深川俊朗君）以上をもちまして、議案の審議はすべて終了いたしました。 

その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 次回の総会は８月６日午後３時からの予定です。 

また、６月の主な行事予定は、６月２７日が農業会議答申日です。７月は１７日が転用申請等 

現地確認日、１８日が農業会議答申日です。 

○議長（深川俊朗君） これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午前１１時００分 閉会 
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